
業 務 委 託 契 約 書（案） 

１ 業 務 の 名 称  令和８年度 第 20号 

             後期高齢者医療相談・指導業務 

２ 契 約 期 間  契約日 から 令和９年３月 31日 まで 

３ 業 務 委 託 料  別表のとおり 

うち取引に係る消費税 同上 
及び地方消費税の額 

４ 業 務 の 内 容  仕様書のとおり 

５ 契 約 保 証 金  免除 

６ そ の 他 

上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

裏面の条項によって公正な業務委託契約を締結し信義に従って誠実にこれを履行するもの

とする。 

本契約締結の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

令和８年 月 日 

静岡市葵区黒金町 59番地の７ ニッセイ静岡駅前ビル３階 

発注者 

静岡県後期高齢者医療広域連合長 中野 弘道 

 

 

 

受注者  

      

      



 

  

条   項 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書に従い、法令を遵守し、この契約を

履行しなければならない。 

２ 受注者は、前記の契約期間（以下「契約期間」という。）内において、この契約書に記載の

業務を履行することを約し、発注者は、その給付の対価として前記の業務委託料を支払うもの

とする。 

３ 発注者は、この契約の目的を達成するため、業務に関する指示を受注者に対して行うことが

できる。この場合において、受注者は、当該指示に従い契約を履行しなければならない。 

４ 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注

者及び受注者の別段の協議がある場合を除き、契約を履行するために必要な一切の手段をその

責任において定めるものとする。 

５ 受注者、第 11条の業務責任者、業務に従事する者又は第９条の規定により受注者から業務

を委託され若しくは請け負った者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を漏らし、又は他

の目的に利用してはならない。契約期間満了後又はこの契約の解除後も同様とする。 

６ この契約に係る訴えの提起又は調停（第 27条の規定により、発注者受注者協議の上選任さ

れる調停人が行うものを除く。）の申立てについては、静岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判

所とする。 

７ この契約に要する費用は、受注者の負担とする。 

（委託業務を行う場所等） 

第２条 受注者は、発注者が指定した施設及び受注者の施設において、業務を行うものとする。 

２ 発注者は、受注者に対し業務に必要な発注者の施設及び設備を無償で使用させることができ

る。 

３ 受注者は、前項の施設及び設備の使用に当たっては、善良なる管理者の注意義務をもって管

理しなければならない。 

４ 受注者は、故意又は過失により施設等を滅失させ、又は毀損したときは、発注者の指定した

期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 



 

（検査及び引渡し） 

第３条 受注者は、業務を完了したときは、委託業務完了報告書によりその旨を発注者に通知し

なければならない。 

２ 発注者は、前項の委託業務完了報告書を受理したときは、通知を受けた日から 10日以内に

成果物等に基づき業務の内容について検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査に合格したときは、当該成果物等を発注者に引き渡さなければならな

い。 

４ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けな

ければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前項の規定を準用

する。 

（業務委託料の支払） 

第４条 受注者は、前条第２項の規定による検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求す

ることができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30日以内に業務委

託料を支払わなければならない。 

（契約不適合責任） 

第５条 発注者は、業務の結果及び成果物等が契約の内容に適合しない（以下「契約不適合」と

いう。）ときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修

補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 

２ 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、第３条第３項の規定による引渡

しを受けた日から 1年以内に行わなければならない。 

（権利義務の譲渡禁止等） 

第６条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 受注者は、成果物等（未完成の成果物等及び業務を行う上で得られた記録等を含む｡）を第

三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはらない。ただし、書面により

発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 

 



 

（特許権等の使用） 

第７条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され

る第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている履行方法を使用するとき

は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を

指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその

存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなけれ

ばならない。 

（著作権等） 

第８条 発注者は、受注者がこの契約の履行に当たって作成した資料及び開発したプログラム等

（以下「プログラム等」という）を使用する権利を有するものとする。 

２ 発注者は、プログラム等を使用し、複製し、改変し、又は第三者に使用を許諾する権利を有

するものとする。ただし、業務着手に当たって既に受注者又は第三者が所有するプログラム等

及び開発済みのプログラム等については、その限りでない。 

３ この契約の履行に当たって、発注者若しくは受注者又は発注者及び受注者の共同により開発

されたアイデア、コンセプト、ノウハウ又は技術に係わる発明、考案、意匠（以下「発明等」と

いう｡）に関する著作権又は工業所有権（以下「著作権等」という｡）は、次のとおりとする。 

（１）発注者又は受注者が単独で行った発明等に関する著作権等は、当該発明等を行った当事

者に単独で帰属する。 

（２）発注者及び受注者が共同で行った発明等に関する著作権等は、発注者及び受注者の共有

とする。 

４ 受注者が、プログラム等を第三者に紹介又は宣伝する場合は、発注者の同意を得なければな

らない。 

（再委託等の禁止） 

第９条 受注者は、この契約に係る業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 

（指示等及び協議の書面主義） 

第 10条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下「指

示等」という。）は、書面により行わなければならない。 



 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があるときには、発注者及び受注者は、前

項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既

に行った指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容

を書面に記録するものとする。 

（業務責任者） 

第 11条 受注者は、この契約の履行に当たり、業務責任者及び業務に従事する者を定め、発注者

に通知しなければならない。また、これらの者を変更したときも、同様とする。 

２ 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、

契約期間の変更、契約金の請求及び受領、第 12条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び

通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使す

ることができる。 

（業務責任者等に対する措置要求） 

第 12条 発注者は、業務責任者、業務に従事する者及び第９条の規定により受注者から業務を委

任され若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注

者に対して、その理由を明示した書面により、これらの者の更迭その他必要な措置をとるべき

ことを請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ

の結果の請求を受けた日から 10日以内に発注者に通知しなければならない。 

（履行報告） 

第 13条 受注者は、契約の履行について発注者に報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、業務の処理状況について

調査をし、又は受注者に対し報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

（提供資料等） 

第 14 条 受注者は、業務の履行に必要な資料又はデータ（以下「提供資料」という。）の貸与、

提供又は使用（以下この条において「提供等」という。）を、発注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求が業務の履行に必要であると認めたときは、条件を付して

提供等することができる。 



 

３ 受注者は、提供資料等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に借用書又は受領

書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、提供資料等を善良な管理者の注意義務で管理しなければならない。 

５ 受注者は、提供書類等をこの業務以外で使用してはならない。 

６ 受注者は、提供資料等を複製するときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 

７ 受注者は、提供資料等を、業務を行う場所から持ち出してはならない。 

８ 受注者は、提供資料等を、業務完了後延滞なく、発注者に返還しなければならない。 

（業務内容が仕様書と一致しない場合の修補義務） 

第 15条 受注者は、業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者及び受注者による協議

の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなけ

ればならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に

帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは業

務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（条件変更等） 

第 16条 受注者は、本業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したとき

は、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 

（１）仕様書に誤謬又は脱漏があること。 

（２）仕様書の表示が明確でないこと。 

（３）履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 

（４）仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じ

たこと。 

２ 発注者は、前項の確認を請求されたとき、又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは、受

注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない

場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要

があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注

者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると

きは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。 



 

４ 前項の調査の結果により第 1 項に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認め

るときは、発注者は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 

５ 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると

認めるときは、契約期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 

（仕様書等の変更） 

第 17条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約に関する指示の変更内容を受注者に通

知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは契約期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 

（業務に係る受注者の提案） 

第 18条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発

見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提

案することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるとき

は、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 

３ 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認めるとき

は、契約期間又は業務委託料を変更しなければならない。 

（臨機の措置） 

第 19条 受注者は、不慮の事故に対応するため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらな

ければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発

注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限り

でない。 

２ 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに通知しなければならない。 

３ 発注者は、不慮の事故への対応その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注

者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した

費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分



 

については、発注者がこれを負担する。 

（一般的損害） 

第 20条 この契約期間内において、業務の履行に必要な設備等に生じた損害その他業務を行うに

当たって生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注

者の責めに帰するべき事由により生じたものについては、受注者はその費用を発注者に請求す

ることができる。この場合において、当該費用は発注者と受注者で協議して定める。 

（第三者に及ぼした損害） 

第 21 条 この契約を履行するに当たり受注者の責に帰すべき事由により第三者に及ぼした損害

について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償

額を負担する。 

２ 前項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と

受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。 

（契約の解除） 

第 22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に通知して契約を解

除することができる。 

（１）正当な理由がなく契約を履行しないとき。 

（２）契約の締結又は履行について不正の行為があると認めたとき。 

（３） 契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したと

き。 

（４）破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続が開始されたとき。 

（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続が開始されたとき。 

（６）民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続が開始されたとき。 

（７）前各号に掲げるもののほか、静岡県後期高齢者医療広域連合契約規則（平成 20年規則

第９号）又はこの契約に違反したとき。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、業務委託契約解除通知書によ

り、受注者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の 100分の 10

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 



 

第 23条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第１項の規定によるほか、必要があるとき

は、受注者に通知して契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。 

（解除の効果） 

第 24条 契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅す

る。 

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を

完了した部分（以下「既履行部分」という｡）の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既

履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合にお

いて、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料（以下「既履行部分委

託料」という｡）を受注者に支払うものとする。 

３ 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から

14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

（解除に伴う措置） 

第 25条 受注者は、契約が解除された場合において、提供資料等があるときは、当該提供資料等

を発注者に返還しなければならない。この場合において、提供資料等を受注者が故意又は過失

により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代え

てその損害を賠償しなければならない。 

２ 受注者は、契約が解除された場合において、第２条第２項の施設等を使用しているときは、

当該施設内にある受注者が所有若しくは管理する機器その他の物件を撤去し、又は当該設備を

発注者に返還しなければならない。 

（発注者の請求による契約期間の短縮） 

第 26条 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮

を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるとき、又は受注者に損害を及ぼしたと

きは、業務委託料を変更し、又は必要な費用を負担しなければならない。 



 

（紛争の解決） 

第 27条 この契約の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わな

かったとき又は発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他契約に関して発注者と受

注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停

人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用に

ついては、発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るもの

は発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、業務に従事する者又は第

９条の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛

争は、第 12条第２項の規定により受注者が決定を行った後若しくは受注者が決定を行わずに

同条第同項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の

手続を請求することができない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定

する手続前又は手続中であっても、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法

（平成８年法律第 109号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和 26年法律第 222号）に

基づく調停の申立てを行うことができる。 

（個人情報の保護に関する事項） 

第 28条 受注者は、本業務を実施するに当たり、別紙１の個人情報の保護に関する取扱仕様書

に定める事項を遵守しなければならない。 

（暴力団の排除） 

第 29条 受注者は、本業務を実施するに当たり、別紙２の暴力団の排除に係る特記事項に定め

る事項を遵守しなければならない。 

（契約外の事項） 

第 30条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定

める。 


